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有 機 認 証 制 度 に つ い て 

  

「有機」、「減農薬」等の表示が氾濫し、消費者の適正な商品選択に支障が生じていたこと

から、平成４年に表示ガイドラインを制定し表示の適正化を図ってきた。しかし、ガイド

ラインには強制力がないことから、有機農産物についての不適切な表示が行われたり、生

産基準の不統一が見られる等混乱している状況にあった。 

 一方、国際的には、平成１１年ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品規格委員会（CODEX 委員会）

において「有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン」が

採択された。 

 このような状況を踏まえ、国は、平成１１年に農林物資の規格化及び品質表示の適正化

等に関する法律（現:日本農林規格等に関する法律。以下「ＪＡＳ法」という。）を改正し、

有機農産物やその加工食品に関する日本農林規格を定め、表示の適正化が図られた。登録

認証機関から認証を受けた有機農産物の生産者（生産行程管理者）や、有機農産物加工食

品の製造業者自らが有機農産物の日本農林規格による格付（自己格付）を行うことができ

る制度及び、格付表示（有機ＪＡＳマーク）が付されたものでなければ「有機」表示がで

きないとする名称表示を規制する制度を導入した。 

現在は、食品表示基準の規定に従って「有機トマト」、「有機栽培米」、「馬鈴薯（有機農

産物）」、「キャベツ（オーガニック）」、「にんじん（有機栽培）」、「オーガニックケチャップ」、

「有機コーヒー」等の表示が付され、「有機低農薬栽培」、「有機減農薬栽培」等の紛らわし

い表示は規制対象となっている。有機食品の表示の規制は平成１３年から実施され、ＪＡ

Ｓ法では、有機ＪＡＳマークが付されていなければ「有機」の表示をしてはならないこと

になっている。 

この表示が適正に行われているかどうかは、（独）農林水産消費安全技術センター（全

国に８ヵ所）が日常的にモニタリングを行ない、不適正な表示が発見された場合は指導が

あり、改善がみられない場合は、農林水産大臣による改善命令が出され、さらにこの命令

にも従わない場合には、罰則が課せられることになっている。なお、農産物の生産者等が

登録認証機関の認証を受けていないにも係わらず、有機ＪＡＳマークを当該農産物等に貼

付した場合などにも罰則が課せられることになる。 

なお、生産行程管理者を認証できる登録認証機関は、JAS 法に定められた基準に基づい

て審査され、農林水産大臣が登録する。 

登録認証機関は、有機農産物の生産農家や加工食品の製造業者等からの認証の申請を受

け、認証の技術的基準に基づいて審査を行い、認証する。また、登録認証機関は、認証を

行った生産農家や製造業者等が認証後も有機 JAS に基づいて生産を行っていることを確

認するため、最低１年に１回、調査を行う。 

認証を受けた有機農産物の生産農家や加工食品の製造業者は、生産・製造過程の記録等

に基づいて自ら生産・製造した食品を格付し、有機 JAS マークを貼付して市場に供給する。 
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有 機 ＪＡＳ制 度 について 

１．制度の概要 

  ＪＡＳ法に基づき、「有機ＪＡＳ」に適合した生産が行われている 

ことを第三者機関が検査し、認証された事業者に「有機ＪＡＳマーク」

の使用を認める制度 

  農産物、畜産物及び加工食品は、有機ＪＡＳマークが付さ 

  れたものでなければ、「有機○○」と表示できない。 

 

２．有機ＪＡＳ 

  諸外国と同様に、コーデックス（食品の国際規格を定める機関）のガ

イドラインに準拠し、農畜産業に由来する環境への負荷を低減した持続

可能な生産方式の基準を規定。 

○有機農産物にあっては、堆肥等で土作りを行い、化学合成肥料及び農

薬の不使用を基本として栽培 

○有機畜産物にあっては、有機農産物等の給与、過剰な動物医薬品等の

使用の制限、動物福祉への配慮により飼養 

○これらの生産に当たっては、遺伝子組換え技術は使用禁止 

         など 

３．有機認証制度の相互承認 

  有機認証について他国の制度を自国の制度と同等と認め、相手国の有

機認証品を自国の有機認証品として取り扱う国家間の取決め。 

  現在、ＥＵ、スイス、米国、カナダ、英国、台湾と有機同等性につい

て、相互承認をしている。 

 

 

 

生産行程管理者認証後に 

貼付できるＪＡＳマーク    ⇒        鶴 岡 市 

(生産者が自ら作製し表示する義務)         認 証 番 号 
生産行程管理者名 
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鶴岡市有機農産物認証制度概要 

                            

  鶴岡市は、ＪＡＳ法に基づいた登録認証機関として有機農産物の「生産行程管理者」

の認証業務を行います。 

 

１ 認証を受けるための準備 

  ① 生産行程管理者等講習会の受講（受講しない方は申請できません。） 

② 生産行程管理責任（担当）者と格付責任（担当）者の選任（各 1 名以上） 

③ 内部規程の作成（栽培管理基準や作業基準・格付基準等の規定文書を作成する。） 

④ 過去の生産行程管理記録の整備（有機的管理を証明する客観的証拠） 

⑤ 鶴岡市の様式に基づく申請書類の作成（下記に記載） 

 

２ 認証業務の流れ 

  ①認証申請の受付・・・・・・申請は（随時）受付 

 

  ②認証申請書の書類審査・・･ 申請内容が「JAS1605・有機農産物についての生産行

程管理者の認証の技術的基準」に適合するかを確認 

   

③実地調査・・・・・・・・ 申請ほ場、関連施設が JAS1605 に適合するかを調査 

               調査の結果を報告 

   

④判定委員会・・・・・・・ 書類審査及び実地調査の結果を審議 

          

  ⑤判  定・・・・・・・・ 判定委員会の審議結果を踏まえ、調査結果のレビュー

を行い判定 

  ⑥認  証・・・・・・・・ 鶴岡市より「生産行程管理者認証書」の交付 

                               ＪＡＳ法に基づく認証情報の公表 

   

⑦監  査・・・・・・・・ 認証した事項について少なくとも１回／年調査 

（違反行為や重大な過失があった場合は、業務停止・   

認証取消の命令を執行）取消し等の情報を公表 

３ 認証（監査）手数料 

① 認証手数料・・・・・２９，０８０円（生産者数が１でほ場数が５以下） 

               生産者数が１を超える場合は、1,600 円/人を加算。 

ほ場数が５を超える場合は、700 円/ほ場を加算。 

② 監査手数料・・・・・１６，６８０円（生産者数が１でほ場数が５以下） 

              加算条件は同上。 

③ 変更申請手数料・・・１３，５８０円（変更対象生産者数が１で、ほ場数が５以下） 

            実地検査を必要としない書類審査のみの場合は、7,120円。 

加算条件は同上。 

 



４ 

 

４ 生産行程管理者の認証基準 

 鶴岡市ではＪＡＳ法に基づき、有機農産物の生産管理行程管理者を認証する際の基準を

定めています。詳細については藤島庁舎産業建設課エコタウン室（℡64-5803）に問い合

わせ下さい。（鶴岡市内の生産者で、かつ市内のほ場・施設のみ対象となります。） 

 

５ 申請時に必要な書類等 

（１）申請書                                  （別記様式 １） 

① 生産者及び申請ほ場総括表          （別記様式１０） 

② 履歴書  ※講習修了書添付のこと    （別記様式 ９） 

（２）生産を行うほ場の周辺図            （別記様式１１） 

（３）申請対象ほ場地図                     （別記様式１２） 

（４）水系図又は用排水図 （水田の場合に限る：任意資料で可） 

（５）生産施設一覧表及び図面            （別記様式１３） 

生産に関連する全ての施設の名称・住所を記載のこと 

（６）育苗を行う場所周辺図              （別記様式１３－２） 

（７）生産管理の規定及び格付けの組織体制 

①業務規程                        （様式は任意） 

②生産行程管理規程                （様式は任意） 

1. 種子管理台帳                 （別記様式１４） 

2. 外部購入資材台帳              （別記様式１５） 

3. 機械器具台帳                 （別記様式１６） 

4. 組織体制図                    （別記様式１７） 

5. ほ場別生産計画               （別記様式１８） 

6. 生産行程外部委託契約書（外部委託がある場合 参考様式１９：任意可） 

③格付規程                   （様式は任意）     

（８）有機栽培を証明するもの   （過去２年間の栽培管理記録等） 

・ 生産行程管理記録                （別記様式２０） 

（９）その他 申請圃場の周辺生産者との協定書等（様式は任意） 

             外部購入資材が JAS1605 の基準を満たしていることを確認できる証明書 

 

６ 認証前に提出しなければならない書類 

（１） 生産行程管理者認証同意書          （別記様式２５） 

 

７ 認証後に提出しなければならない書類等  

（１） 生産行程管理者年次監査申請書        （別記様式２３） 

   
□ （別記様式１０）生産者及び申請ほ場総括表 
□ （別記様式１２）申請対象ほ場地図 
□ （別記様式１３）生産施設一覧表及び図面（保管場所及び作業所等の見取図） 
□ （別記様式１３－２）育苗を行う場所周辺図 
□ （別記様式１４）令和 年度種子管理台帳（当該年度台帳） 
□ （別記様式１５）令和 年度外部購入資材台帳（当該年度台帳） 
□ （別記様式１６）機械器具台帳 
□ （別記様式１７）生産行程を行う組織体制図 
□ （別記様式１８）ほ場別生産計画（令和 年度）（当該年度計画） 
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□ （別記様式１９）生産行程管理業務外部委託契約書㊢（該当者） 
□  諸規程類   生産行程管理規程㊢・業務規程㊢・格付規程㊢・協定書㊢（該当者） 
※ ☑を入れ、関係資料を添付し、申請すること。 

※ 別記様式２０ 令和 年度生産行程管理記録は、当該実地検査日の２週間前提出。 

 

（２） 格付実績報告書                      （別記様式 ７） 

１） 生産行程管理記録             （別記様式２０） 

２） 格付表示農産物関係台帳       （別記様式２１：任意可） 

３） 格付検査記録            （別記様式２２：任意可） 


